
１２２０１４．２ 広報なかの

　

所
有
し
て
い
る
（
し
て
い
た
）
原
動
機

付
自
転
車
、
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動

車
お
よ
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
が
次
に
該

当
す
る
場
合
は
、
名
義
変
更
（
譲
渡
）
ま

た
は
廃
車
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

○
他
人
に
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た
り
、
他
人
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っ
て

も
ら
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合
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棄
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た
場
合

○
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ま
た
は
紛
失
に
よ
り
、
所
有
し
な

く
な
っ
た
場
合

○
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

　

手
続
き
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
所
有
し

て
い
る
も
の
と
み
な
し
、
軽
自
動
車
税
が

課
税
さ
れ
続
け
ま
す
。
（
課
税
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
付
か
ず
に
滞
納
金
が
発
生
し

て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
）

　

４
月
１
日
以
前
に
譲
渡
や
廃
車
を
す
る

（
し
た
）
方
は
、
３
月
中
に
手
続
き
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
を
し
た
日
が

廃
車
日
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
廃
車
手
続
き
の
際
、
標
識
（
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）
を
返
納
し
て
い
た
だ

き
ま
す
が
、
紛
失
さ
れ
た
場
合
で
も
手
続

き
が
で
き
ま
す
。

※
１
２
５
㏄
以
下
の
原
動
機
付
自
転
車
・

小
型
特
殊
自
動
車
・
５０
㏄
以
下
の
ミ
ニ

カ
ー
の
標
識
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、

２
０
０
円
の
料
金
が
必
要
で
す
。

　

車
種
ご
と
の
手
続
き
先
は
、
下
表
の
と

お
り
で
す
。

　

ト
ラ
ク
タ
ー
、
ス
ピ
ー
ド
ス
プ
レ
イ

ヤ
ー
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な
ど
の
小
型
特

殊
自
動
車
に
は
、
道
路
走
行
の
有
無
に
関

係
な
く
標
識
（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）
の

取
り
付
け
が
必
要
で
す
。

　

現
在
、
所
有
し
て
い
る
小
型
特
殊
自
動

車
に
標
識
が
付
い
て
い
な
い
場
合
は
、
至

急
、
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
登
録
の
際
に
費
用
は
掛
か
り
ま

せ
ん
が
、
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま

軽自動車税
のお知らせ

名
義
変
更
・
廃
車
手
続
き
は

　
　
　
　
　
　
　
　
お
早
め
に

農
耕
用
ト
ラ
ク
タ
ー
、フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
な
ど
を
お
持
ち
の
方
へ

軽自動車税は、毎年４月１日現在で、原動機
付自転車、軽自動車、小型特殊自動車およ

び二輪の小型自動車を所有している方に課税さ
れます。
　また、年度ごとの課税のため、年度の途中で
変更があっても還付はされません。

車　種 問い合わせ・手続き先

１２５㏄以下の原
動機付自転車、
小型特殊自動
車、５０㏄以下の
ミニカー

市民課窓口係
☎（２２）２１１１（内線２３６）

地域振興課市民生活係（豊田支所内）
☎（３８）３１１１（内線１３１）

１２５㏄超～２５０㏄
以下の二輪車

社団法人全国軽自動車協会連合会長野
県事務取扱所
☎０２６（２４３）１９６７

２５０㏄超の二輪
小型自動車

北陸信越運輸局長野運輸支局
☎０５０（５５４０）２０４２

三輪車、四輪車
軽自動車検査協会長野事務所
☎０２６（２４４）４５６３

※二輪小型、三輪車、四輪車は長野県自家用自動車協会中高支
部【中野警察署内☎（２２）３０７７）】にて代行で手続き
ができます。

問い合わせ先　　税務課課税係　☎（２２）２１１１（内線２２５）

す
。

　

税
率
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

○
ト
ラ
ク
タ
ー
、
ス
ピ
ー
ド
ス
プ
レ
イ

ヤ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
（
農
耕
作
業

用
）

【
税
率
（
年
額
）
１
６
０
０
円
】

○
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、
運
搬
車
、
ロ
ー
ド

ロ
ー
ラ
ー
な
ど
（
そ
の
他
小
型
特
殊
自

動
車
）

【
税
率（

年
額）

４
７
０
０
円
】

※
寸
法
、
最
高
速
度
な
ど
に
よ
っ
て
は
、

大
型
特
殊
自
動
車
に
分
類
さ
れ
る
車
両

も
あ
り
ま
す
。
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　実施計画とは、中野市総合計画に掲げた施策を具体化するための計画で、毎年度の予算編成の指針にな
るものです。計画期間は３カ年で、毎年見直しを行います。
　本市においては、人口減少という大きな社会構造の変化や経済環境に対応しつつ、
限られた財源の中で市民の皆さんが「安全、安心に暮らせるまちづくり」、「人づくり」、
「注目されるまちづくり」のため、各種施策を推進する計画を策定しました。
　３カ年の計画は、全 １０５ 事業、総額約 １１０ 億４千万円で、主な事業は次のとおりです。

実施計画（平成２６～２８年度）を策定しました政策

　計画策定に先立ちパブリックコメントを実施した
結果、２人６件の意見提出がありました。
　内容については、市公式ホームページに掲載して
います。ご意見ありがとうございました。
※パブリックコメントによる実施計画（案）の修正・
　変更箇所はありません。

「緑豊かなふるさと　文化が香る元気なまち」の実現に向けて

パブリックコメントの結果

事　業　名
（３カ年の合計事業費） 内　容

　　売れる農業推進事業
（4,822 万円）

地域の魅力である市内農産
物および加工品などを地元
で消費すると同時に、市民
にも市のセールスマンとし
てＰＲにご協力いただき、
更なる消費拡大を図ります。

　　英語指導助手招致事業
（4,582 万円）

英語学習の一層の充実およ
び国際社会に対応できる児
童生徒の育成を図るため、
英語指導助手を１名増員し
て４名配置します。

　　(仮称）童謡・唱歌の
　　ふるさとアンサンブル
　　フェス事業

（2,044 万円）

唱歌「故郷」「朧月夜」誕生
１００年を機に、信越自然郷９
自治体、姉妹都市、知音都
市などと連携・交流を図る
とともに、音楽の魅力を市
内外に情報発信し、文化芸
術の発展に寄与することを
目的とした合唱団・吹奏楽
団・管弦楽団による音楽発
表会を行います。

　　音楽親善大使
　　(アンバサダー）事業

（３００ 万円）

音楽都市としての知名度を
高めるため、著名な音楽家
を音楽親善大使に任命し、
イベント出演を通して、本
市ゆかりの名曲を宣伝いた
だき、本市のＰＲを行いま
す。

　　新斎場建設負担事業
（10 億 3,103 万円）

北信保健衛生施設組合が建
設する新斎場の建設費用の
一部を負担します。

事　業　名
（３カ年の合計事業費） 内　容

　　新庁舎整備事業
（19 億 5,816 万円）

平成26年度に基本計画に着
手し、平成29年度中の供用
開始を目指します。

　　魅力あるまちづくり
　　若者会議事業

（21７ 万円）

市の将来を担う若者自らが、
魅力あるまちづくりについ
て考え、施策について事業
提案を行う若者会議を開催
します。

　　北信総合病院再構築
　　財政支援事業

（10 億 ７,915 万円）

ＪＡ長野厚生連北信総合病
院の再構築に係る財政支援
を行います。

　　不育症治療補助事業
（300 万円）

不育症治療を行っている夫
婦の経済的負担軽減を図る
ため、治療費用の一部を補
助します。

　　保育所整備事業
（10 億 6,510 万円）

保育所整備計画に基づき、
老朽化した保育所を順次改
築します。

　　し尿等投入施設
　　建設事業

（２億 5,520 万円）

北信保健衛生施設組合が管
理運営する、豊田衛生セン
ターの老朽化を踏まえた検
討の結果、現処理場を更新
せず、既存の下水道処理施
設内で処理を行うこととし
たため、し尿等投入施設を
建設します。

　　農業水利施設
　　保全合理化事業

（2,925 万円）

水路の溢
い っ す い

水被害解消および
管理上の安全確保と労力の
軽減を図るため、水路の改
修などを行います。

　　広域電気柵更新及び
　　維持管理補助事業

（541 万円）

広域電気柵を管理する地区
協議会の維持管理費用およ
び維持管理危険個所の永久
柵への更新費用の一部を補
助します。
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計画書の閲覧場所
政策情報課、豊田支所地域振興課、市公式ホーム
ページ（http://www.city.nakano.nagano.jp）

問い合わせ先
政策情報課政策推進係　
☎（２２）２１１１（内線２１６）
Ｅメール　seisaku@city.nakano.nagano.jp


